
災害時避難行動
要支援者の支援について

藤枝市健康福祉部福祉政策課

令和８年７月４日
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出前講座（地域防災指導員養成講座）



いざという時に備えて

【日頃】
・自宅周辺の危険度や避難先・避難経路を確認

【災害接近時】
・TVや同報無線で情報を収集、避難の判断
・被害を受ける前に、避難行動
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あなたは、全てスムーズにできますか？
近隣の家の人も同じでしょうか？



避難支援の基本

自助
平常時における備えや訓練などを徹底し、可能な限り自
力での安全確保に努める。

(家族等の支援を含む)

共助

自助が困難な要支援者に対し、地域住民及び自主防
災組織等が連携、協調して支援にあたる。

避難支援では、「共助」が支援における中心的な役割を
担う。

公助

共助でも不可能な対応については、市が関係機関と連
携を図りながら行う。

また、平常時における市民への啓発活動や防災対策等
の指導を行う。



災害時避難行動要支援者とは

①避難指示等の「情報を得る」ことが難しい

②避難が必要という「理解・判断」が難しい

③実際に逃げる「避難行動」が難しい

高齢者や障害のある人等のうち、
「災害時に単独（家族を含む）で避難が難しく、
支援が必要な人」

具体例
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①死者数のうち、65 歳以上が約６割

②障害者の死亡率は、被災者全体の約２倍

「災害時に配慮が必要な人」の対応を、時系列で整理

このうち「避難行動に支援が必要な人」は名簿を作成しておく

ことを市町村に義務付け

国の検証（平成23年 東日本大震災）
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避難行動要支援者名簿の作成

法改正（平成25年）



①多くの高齢者が被害に遭った

②障害者等の避難が適切に行われなかった

実効性のある避難支援には、個別避難計画が有効

福祉専門職の参画が、計画作成に有効

(1)「本人の状況等」をよく把握している

(2)信頼関係が期待できる

国の検証（令和元年台風１９号等）
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個別避難計画の作成

法改正（令和３年）



災害発生時に、一人では避難ができない方を
支援するための『避難計画』と『情報』のまとめ
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個別避難計画とは

【避難計画】

「どこに」「どのように」「誰と」逃げるか

【情報】

「誰が」「なぜ（高齢・障害 等）」支援が必要か
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藤枝市の取り組み



令和８年度葉梨地区での取組
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対象と思われる人を市で抽出し、個別に案内①

市と関係者（自主防災会等）が名簿を共有②

市と町内会等が協力し、個別避難計画を作成
・危険度が高い場所に住む人から優先的に作成
・実効性のある計画を作成

③



まとめ
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一人では避難ができない方には、
個別避難計画の作成が重要

支援が必要と思われる方がいれば、
地域の皆様からの声掛けや情報共有
をお願いします

発災時の避難支援は、地域の力が
不可欠です


